
コ ン ペ 公 告 

 

独立行政法人日本学術振興会において、下記のとおり企画提案書の提出を招請します。 

 

１．企画競争事項 

「生成 AI 基盤構築に向けたプロトタイプ等の設計・開発を伴う実証業務」（調達番号：物品役務１０） 

２．競争参加資格 

（１）国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和７・８・９年度の関東甲信越地区における「役務の

提供等」の｢Ａ｣､「Ｂ」､「Ｃ」又は「Ｄ」等級に格付けされている者であること。 

（２）独立行政法人日本学術振興会契約規則第４条に規定する競争参加者の制限に係る事項に該当しない者

であること。 

（３）「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第７７号）に規定するところの暴

力団員及びその構成員、準構成員又はその関係者でないこと。 

３．契約期間 

契約締結日の翌日～５か月後の月末まで。 

４．企画コンペ説明書（提案依頼書）の交付方法 

本公示の日からＰＤＦファイルで交付する。 

参加希望者は、keiyaku@jsps.go.jp あてに、件名に【生成 AI 基盤構築に向けたプロトタイプ等の設計・開

発を伴う実証業務（調達番号：物品役務１０）企画コンペ説明書希望】と記載のうえ、本文に①法人名、②

所在地、③担当者名、④電話番号、⑤Ｅメールアドレスを記載し送信すること。   

５．企画コンペ説明会の日時及び場所 

実施しない 

６．企画提案書等の提出期限及び提出場所 

令和８年５月２０日（水）１７時００分 

独立行政法人日本学術振興会総務部会計課契約・経理室契約・管理係（麹町ビジネスセンター６階） 

７．企画提案ヒアリングの日時及び場所   

令和８年５月２６日（火）（予定） 

独立行政法人日本学術振興会入札室にて実施する。 

８．提案の無効 

企画コンペ説明書に定める条件に違反した企画提案書は無効とする。 

９．参加希望者に要求される事項 

参加を希望する者は、企画コンペ説明書で示す証明書・提案書等の必要資料を所定期限までに提出しなけ

ればならない。参加希望者は、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、随時それに応じ

なければならない。 

10．契約条件 

別紙契約書（案）のとおり 

11．契約保証金 

免除する。 

12．契約書の作成 

契約予定者と合意した場合の契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

13．契約予定者の決定方法 

企画提案の評価が最も高い者を契約予定者として選定する。 

14. 独立行政法人の契約に係る情報の公表 

当振興会が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２年１２月



７日閣議決定）により、当振興会と一定の関係を有する法人と契約する場合には、当該法人への再就職の

状況、当該法人との取引等の状況について情報を公表するなどの取組みをしています。 

これにより以下のとおり、当振興会との関係に係る情報を当振興会ホームページにて公表しますので、

所要の情報の当振興会への提供及び公表に同意のうえ、応札・応募又は契約締結していただきますようお

願いします。（応札・応募又は契約締結をもって同意されたものとします。） 

（１）公表の対象となる契約先 

次のいずれにも該当する契約先 

①当振興会において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職以上の職

を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職していること 

②当振興会との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること 

（２）公表する情報 

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名

称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 

①当振興会の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当振興会役職員経験者）の人数、職名及び当振興

会における最終職名 

②当振興会との間の取引高 

③総売上高又は事業収入に占める当振興会との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する

旨 ３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上 

④一者応札又は一者応募である場合はその旨 

（３）当方に提供していただく情報 

①契約締結日時点で在職している当振興会役職員経験者に係る情報（人数、現在の職名及び当振興会

における最終職名等） 

②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当振興会との間の取引高 

（４）公表日 

契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内 

 

15．その他 

詳細は企画コンペ説明書による。 

 

以上公示する。 

 

令和８年４月２４日 

 

契約担当者 

独立行政法人日本学術振興会 

理 事 長          杉 野  剛 


